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あ と が き

あ と が き

　本書は「韓国政治」論のスタンダードを完全に書き換えようとす
るものです。
　隣国でありながら韓国政治について皮相的な見方しか私たちは有
していません。一方では，「政治が安定しない」「司法が国民情緒に
阿
おもね

る」と嗤
わら

う向きがあります。他方では，「政権交代がある」「選
挙後も，「民心（民意）」が政治を主導している」と手放しで讃える
向きがあります。いずれも，韓国という「国のかたち」に対する断
片的な知識によるものであり，なかには日本政治に対する願望や失
望がそのまま投影されたものすらみられます。
　本書では，大韓民国憲法や，選挙制度など基幹的政治制度を定め
た憲法体制を「取扱説明書」として理解し，そのゲームのルールの
なかで展開されているさまざまなプレーについて「事

ケーススタディ

例研究」をお
こないました。その際，「注

コンメンタール

釈書」や「判
ケースブック

例集」のように，2つの
司法（大法院〔最高裁判所〕と憲法裁判所）の判決・決定をつぶさに読
み解こうと試みました。それだけ司法は重要な政治プレーヤーであ
るし，ときに「不可解に」映る言動も，その世界の人々にとっては
それなりに「合理的」であるからです。地域研究の使命と醍醐味は，
そうした地域特有の「現地語」と，アカデミアの「普遍語」，さら
には一般読者の「日常語」のあいだで「翻訳・通訳」を務めること
です。
　2024年のノーベル文学賞に決まったハン・ガンの作品は，日本
語にもっとも多く翻訳されているといいます。選定理由に挙げられ
た『菜食主義者』（きむふな訳，CUON）は「新しい韓国の文学」シ
リーズの創刊第 1作として 2011年に刊行されています。外国文
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学の紹介には，それだけ目利きの翻訳家と出版社の存在が欠かせま
せん。その後，このシリーズは第 23作まで続いていて，日本語読
者が享受できる作家やジャンルも多様化しています。
　地域研究においても，粘り強く，長年，定点観測を続けることが
求められています。毎日，同じルートを散策すると，昨日までは
あったが今日はないものや，逆に，昨日まではなかったが今日はあ
るものに気づきやすいといいます。なにより，「おもしろい」「大切
だ」と思ったことは，翻訳・通訳を通じて，読者に率先して届けた
いものです。
　韓国の場合，保守／進歩のあいだの対立，分極化が深刻化してい
るため，それぞれの立場や視点をまずはそのまま理解する姿勢や技
法が問われています。誰しも政治志向や社会経済的地位が近い人と
はつき合いやすいだけに，釣り合いよく

4 4 4 4 4 4

アプローチしないと，全体
像がわかりません。
　だからこそ，2024年度，初めて在外研究の機会を得て，学位留
学（2000-05年）以来 19年ぶりに暮らしているソウルでも，
公
オープン ・ ソ ー ス ・ イ ン テ リ ジ ェ ン ス

開情報の徹底的な分析には一層力を入れています。韓国紙 15紙
の社説やコラムを毎日欠かさず読み，世論調査も経年の推移を追跡
すると同時に，性別・年齢・政治志向などに分けて動向を把握する
ことを心がけています。
　私事で恐縮ですが，2020年代に入り，職場や家庭で「出来事」
があり，それ以前の「当たり前」が足元から崩れ落ちる経験をしま
した。その葛藤のなかで，私をいちばん苦しめたのは，こうでなけ
ればならないという「正常」イデオロギーです。いまでも，「元に
戻りたい」と思っているところがあります。鬱病の寛解は遠そうで
すし，適応障害は環境次第なので，職場復帰を前に不安が先立ちま
す。
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あ と が き

　そこここで，「普通」が根元から問い直されています。「10年経
てば山河も変わる」といいますが，韓国社会の規範や秩

コンスティチューション

序 構 成
は一変しました。「以前やったことがあるのでオレは全部知ってい
る」という態度はもはや通じませんし，それでは「いま・ここ」が
まるでわかりません。
　私たちは，それぞれの OS（オペレーティングシステム）そのもの
を更新しないと，新しいアプリが動かないどころか，ダウンロード
すらできないという不連続な変化のまっただなかにいます。
　本は著者が読者を限定するものではありませんが，主に 5つの
読まれ方を念頭に置いて書きました。
　第 1に，「韓国政治」です。本書は大統領の個性や政治文化を否
定するものではありませんが，ゲームのルールとプレーヤーのあい
だの戦略的相互関係という見方でアプローチしてこそ，政治に一般
的な機制や傾向と，その地域や時代，個人の「特異性」が同時にみ
えてくるはずです。
　第 2に，「比較政治」です。政治制度（の組み合わせ）の（意図せ
ざる）帰結や，その形成・持続・変化のダイナミズムについて分析
するうえで，韓国は「重大な」事例のひとつです。
　第 3に，「韓国学」です。K-POP，映画やドラマ，文学，韓国語
の関心が高まっていますが，文化・言語と政治は密接に関係してい
ます。たとえば，『少年が来る』（井手俊作訳，CUON，2016年）や
『別れを告げない』（斎藤真理子訳，白水社，2024年）などのハン・
ガンの作品を深く味わうためには，「5・18」（1980年）や「4・
3」（1948年）など韓国憲政史の理解が欠かせません。
　第 4に，「憲法学」です。政治は憲法に則っておこなわれるべき
ですし，司法も政治部門（執政長官〔大統領や首相〕や議会）や国民
とのあいだで戦略的に行動を選択しているプレーヤーであるとみな
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す「司法政治論」の観点からすると，日韓は対照的な「判例集」と
して，互いに参照し合えるはずです。
　第 5に，外交官，特派員，駐在員など実務家にとっての「ハン
ドブック」です。初見の出来事は「大きく」映るものですが，索引
から前例／先例をたどり，比較のなかに位置づけることで，適切に
対処しやすくなるはずです。
　最後に，ご多忙にもかかわらず，草稿をご高評くださった多湖淳
（早稲田大学教授），網谷龍介（津田塾大学教授），中川孝之（読売新聞社
ソウル支局長）の 3氏には特に感謝申し上げます。また，有斐閣編
集部の岡山義信氏は実にプロフェッショナルな仕事ぶりで文字どお
り二人三脚をしてくださいました。
　主治医の先生と妻が話をじっくり聞き，そっと傍にいてくれたお
かげで，なんとか生き延びることができています。
　本研究は同志社大学在外研究費と JSPS科研費 JP23K11590の
助成を受けたものです。

　2024年 10月 21日

 ソウル・統一研究院にて
 浅羽　祐樹
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